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1大飯発電所 緊急時対策所他に係る原子炉施設保安規定変更認可申請について
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緊急時対策所の機能を緊急時対策所（１，２号炉原子炉補助建屋内）から、独立した緊急時対策所建屋内の緊急時対策所に移行す

ることに伴い、重大事故等対策要員に係る変更（次頁ステップ２）、監視測定設備、緊急時対策所の居住性の確保に係る設備等の設備

名称、ＬＣＯ台数等の他、火山影響等発生時の対応に関連する条文の変更を行う。

申請２：緊急時対策所の機能移行に伴う変更

申請１：重大事故等対策に係る体制の変更

１，２号炉運転員の一部役務を３，４号炉緊急安全対策要員で対応するため、重大事故等対策要員に係る変更（次頁ステップ１）を行う。

また、２０１９年１０月２日に発電用原子炉施設保安規定の審査基準が一部改正されたことを踏まえた、要員に対する教育及び訓練に関

連する条文の変更も合わせて行う。

保安規定変更の概要（２申請）

緊急時対策所の機能を緊急時対策所（１，２号炉原子炉補助建屋内）から、独立した緊急時対策所建屋内の緊急
時対策所に移行することを計画している。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。



ステップ１︓
1,2号炉の運転員（3,4号炉応援要員）から緊急
安全対策要員に役務を変更

重大事故等対策要員に係る変更について

重大事故等対策に係る体制について、3,4号炉で独立した体制を構築すべく、以下のとおり重大事故等対策に係る人数を
段階的に変更する。

ステップ２︓
新緊急時対策所運用開始に伴い初期加圧要員
(緊対所加圧要員)を削除

（１）重大事故等対策に係る体制の変更（申請１）

（２）緊急時対策所の機能移行に伴う変更（申請２）
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＜参考＞設置変更許可申請書添付十 対比表（抜粋）

ステップ１

ステップ２



3設備名称、ＬＣＯ台数等の変更について

設備名称、ＬＣＯ台数等の変更

・緊急時対策所の機能を緊急時対策所（１，２号炉原子炉補助建屋内）から、独立した緊急時対策所建屋内の緊急時対策所に移行することに伴い、
監視測定設備、緊急時対策所の居住性の確保に係る設備等の設備名称、ＬＣＯ台数等を変更する。

＜参考：既認可保安規定の緊急時対策所（１，２号炉原子炉補助建屋内） [移行前]に係るＬＣＯ条文（抜粋）＞



4火山影響等発生時の対応の変更について
「緊急時対策所の居住性確保に関する対策」の変更

・現在の緊急時対策所は１，２号炉原子炉補助建屋内に設置されているため、扉開放により居住性を確保している。
しかし、新しい緊急時対策所は屋外に設置されているため、扉開放および仮設フィルタの設置（２箇所）により居住性を確保する。
・ それを踏まえ、保安規定添付２に記載の火山影響等発生時における緊急時対策所の居住性に関する対策を変更する。

緊急時対策所扉位置

換気のため、扉を開放。
（扉の外は屋外であるため、仮設フィルタを設置し⽕⼭灰流⼊を防ぐ）

換気のため、扉を開放。
（扉の外は屋内のため、フィルタは不要）
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現在

・現在の緊急時対策所は１，２号炉原子炉補助建屋内に設置されているため、緊急時対策所内の通信連絡設備への電源供給用に電源車（緊急時対策所用）（DB）【下
図の③】を用意している。
しかし、新しい緊急時対策所は３（４）号炉非常用母線から電源供給可能であるため、個別に電源車（緊急時対策所用）（DB）【下図の③】 を用意する必要はない。
・それを踏まえ、保安規定添付２に記載の火山影響等発生時における電源車（緊急時対策所用）（DB） 【下図の③】に関する記載を削除する。

「通信連絡設備に関する対策」の変更

変更後

現在 変更後



5保安規定審査基準改正に伴う変更について

Ø ２０１９年１０月２日に発電用原子炉施設保安規定の審査基準が一部改正されたことを踏まえ、
教育訓練実施に係る記載変更を反映する。

Ø 具体的には、大飯発電所原子炉施設保安規定の第１３条、第１８条の５、第１８条の６および添
付３において、⼒量付与の教育訓練について規定する。

変更前 変更後

審
査
基
準

実用炉規則第９２条第１項第２２号 重大事故等発生時における発
電⽤原⼦炉施設の保全のための活動を⾏う体制の整備

３．対策要員に対する教育及び訓練を毎年⼀回以上定期的に実施する
こと。

実用炉規則第９２条第１項第２３号 大規模損壊発生時における発
電⽤原⼦炉施設の保全のための活動を⾏う体制の整備

３．大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動
を⾏う要員に対する教育及び訓練を毎年⼀回以上定期的に実施する
こと。

実用炉規則第９２条第１項第２２号 重大事故等発生時における
発電⽤原⼦炉施設の保全のための活動を⾏う体制の整備

３．対策要員に対する教育及び訓練を毎年⼀回以上定期的に実施
すること。なお、重大事故等対処施設の使用を開始するに当たっては、
あらかじめ必要な教育及び訓練を実施すること。

実用炉規則第９２条第１項第２３号 大規模損壊発生時における
発電⽤原⼦炉施設の保全のための活動を⾏う体制の整備

３．大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための
活動を⾏う要員に対する教育及び訓練を毎年⼀回以上定期的に
実施すること。なお、重大事故等対処施設の使用を開始するに当
たっては、あらかじめ必要な教育及び訓練を実施すること。

＜保安規定審査基準変更内容（2019年10月2日改正）＞

Ø 本変更については、⾼浜発電所および美浜発電所保安規定においても、別申請に合わせて申請・審査
中または（補正）申請を予定している。


